
 

【小児慢性特定疾病児童等】日常生活用具の給付対象者一覧 

 

種目 対象者 性能等 耐用

年数 

基準額 

便器 常時介助を要す

る者 

小児慢性特定疾病児童等が容易に使

用できるもの（手すりをつけることが

できる。） 

８年 ４，９００円 

特殊マット 寝たきりの状態

にある者 

褥瘡
じょくそう

の防止又は失禁等による汚染若

しくは損耗を防止できる機能を有す

るもの 

５年 ２１，５６０円 

特殊便器 上肢機能に障が

いのある者 

足踏ペタルで温水・温風を出すことが

できるもの。ただし、取替えに当たり

住宅改修を伴うものを除く。 

８年 １６６，３２０

円 

特殊寝台 寝たきりの状態

にある者 

腕、脚等の訓練のできる器具を備え、

原則として使用者の頭部及び脚部の

傾斜角度を個別に調整できる機能を

有するもの 

８年 １６９，４００

円 

歩行支援用具 下肢が不自由な

者 

おおむね次のような性能を有する手

すり、スロープ、歩行器等であること。 

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体

機能の状態を十分踏まえたもので、

必要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補

助、移乗動作の補助、段差解消等の

用具となるもの 

８年 ６６，０００円 

入浴補助用具 入浴に介助を要

する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への

入水等を補助でき、小児慢性特定疾病

児童等又は介助者が容易に使用でき

るもの 

８年 ９９，０００円 

特殊尿器 自力で排尿でき

ない者 

尿が自動的に吸収されるもので小児

慢性特定疾病児童等又は介助者が容

５年 ７３，７００円 



 

易に使用できるもの 

体位変換器 寝たきりの状態

にある者 

介助者が小児慢性特定疾病児童等の

体位を変換させるのに容易に使用で

きるもの 

５年 １６，５００円 

車椅子 下肢が不自由な

者 

小児慢性特定疾病児童等の身体機能

を十分踏まえたもので、必要な強度と

安定性を有するもの 

５年 ７７，４４０円 

頭部保護帽 発作等により頻

繁に転倒する者 

転倒の衝撃から頭部を保護できるも

の 

３年 １３，３８０円 

電気式たん吸

引器 

呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者

が容易に使用できるもの 

５年 ６２，０４０円 

クールベスト 体温調節が著し

く難しい者 

疾病の症状に合わせて体温調節ので

きるもの 

１年 ２２，０００円 

紫外線カット

クリーム 

紫外線に対する

防御機能が著し

く欠け、がんや

神経障がいを起

こすことがある

者 

紫外線をカットできるもの  ４１，５８０円 

ネブライザー

（吸入器） 

呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者

が容易に使用できるもの 

５年 ３９，６００円 

パルスオキシ

メーター 

人工呼吸器の装

着が必要な者 

呼吸器状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し、介助者

等が容易に使用できるもの 

５年 １７３，２５０

円 

ストーマ装具

（消化器系） 

人工肛門を造設

した者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者

が容易に使用できるもの 

 １１３，５２０

円 

ストーマ装具

（尿路系） 

人工膀胱を造設

した者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者

が容易に使用できるもの 

 １４９，１６０

円 

人工鼻 人工呼吸器の装

着又は気管切開

が必要な者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者

が容易に使用できるもの 

 １２８，７００

円 



 

チューブ型包

帯 

皮膚疾患群に罹

患しており、軽

微な外力により

水疱やびらんを

生じ、皮膚障害

を起こすことが

ある者 

外力から皮膚を保護できるもの  １７０，５００

円 

自己負担基準額表 

階層

区分 

世帯階層（細）区分 徴収基準

月額（円） 

徴収基準加算

月額（円） 

A階

層 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）によ

る支援給付受給世帯 

０ ０ 

B階

層 

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 １，１００ １１０ 

C階

層 

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額

のみ課税世帯 

２，２５０ ２３０ 

D階

層 

A階層、B階層及びC

階層を除き当該年

度分の市町村民税

の課税世帯であっ

て、その市町村民

税所得割の額の区

分が次の区分に該

当する世帯 

所得割の年額３，０００円以

下 

D１階層 ２，９００ ２９０ 

３，００１～５，８００円 D２階層 ３，４５０ ３５０ 

５，８０１～８，７００円 D３階層 ３，８００ ３８０ 

８，７０１～１３，０００円 D４階層 ４，２５０ ４３０ 

１３，００１～１７，４００

円 

D５階層 ４，７００ ４７０ 

１７，４０１～２２，４００

円 

D６階層 ５，５００ ５５０ 

２２，４０１～２８，２００

円 

D７階層 ６，２５０ ６３０ 

２８，２０１～５８，４００ D８階層 ８，１００ ８１０ 



 

円 

５８，４０１～７５，０００

円 

D９階層 ９，３５０ ９４０ 

７５，００１～９６，６００

円 

D１０階層 １１，５５

０ 

１，１６０ 

９６，６０１～１２１，８０

０円 

D１１階層 １３，７５

０ 

１，３８０ 

１２１，８０１～１７５，５

００円 

D１２階層 １７，８５

０ 

１，７９０ 

１７５，５０１～２２１，１

００円 

D１３階層 ２２，００

０ 

２，２００ 

２２１，１０１～３８０，８

００円 

D１４階層 ２６，１５

０ 

２，６２０ 

３８０，８０１～５４９，０

００円 

D１５階層 ４０，３５

０ 

４，０４０ 

５４９，００１～５７９，０

００円 

D１６階層 ４２，５０

０ 

４，２５０ 

５７９，００１～７００，９

００円 

D１７階層 ５１，４５

０ 

５，１５０ 

７００，９０１～８４９，０

００円 

D１８階層 ６１，２５

０ 

６，１３０ 

８４９，００１～１，０４１，

０００円 

D１９階層 ７１，９０

０ 

７，１９０ 

１，０４１，００１円以上 D２０階層 全額 左の徴収基準

月額の１０パ

ーセント。た

だし、その額

が８，５６０

円に満たない

場合は、８，

５６０円 



 

 


